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平成１９年３月、大阪府では住まいとまちづくりに

関する施策を一体的かつ総合的に展開するための指

針となる計画「大阪府住宅まちづくりマスタープラ

ン」（以下「マスタープラン」と言います。）を策定

しました。平成１４年策定の計画から５年を経て内容

を見直したものですが、今回の計画は政策面や展開

方向など、従来のものから大きな変更をいくつか加

えています。その背景も踏まえて、本マスタープラ

ンの概要を説明したいと思います。

住宅を取り巻く社会状況ですが、大阪府の人口は、

平成１７～２２年の間にピークを迎え、その後減少に転

じ、２０年後の平成３７年には、現在より６０万人以上減

少し、世帯数についても、平成２２年頃をピークに減

少していくと推計され、標準世帯と言われた夫婦子

ども世帯が減少を続けるとともに、高齢者単身世帯

などの単身世帯が増加を続けるなど、世帯構成の変

化も著しくなっています。今後、本格的な人口減少

社会への移行、高齢化、世帯構成の変化に適切に対

応することが求められています。

また、東南海・南海地震などに備えた建築物の耐

震化や木造密集市街地の整備、アスベスト、土壌汚

染への対応、ひったくりなどの犯罪に対する対応な

ど安全への対応が求められています。

環境面においては、資源やエネルギーを大量に消

費しつづける生活スタイルから脱却し、資源の効率

的な利用やリサイクルの推進、省エネルギーなどに

よる持続可能な社会の実現を目指していくことも求

められています。

国においても、このような社会の変化を受け、平

成１８年６月、昭和４１年に制定された住宅建設法に替

わる住宅政策の新たな基本法制として、住生活基本

法が公布・施行されました。

住宅建設法は、終戦直後の絶対的住宅不足や大都

市への人口集中に伴う住宅需要に対応するため、住

宅建設五箇年計画の枠組みの下で、公営住宅・公団

住宅・住宅金融公庫の公庫融資という公的主体によ

る住宅建設や住宅資金の直接的な供給を中心とする

施策体系となっていました。

しかし、今後の住宅政策には、少子高齢化の急速

な進行等の社会経済情勢の変化、国際的に見ても低

水準な住宅や住環境といった現状を踏まえ、安全・

安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成、高齢

者や子育て世帯に適した居住環境の整備、環境問題

への対応、住宅セーフティーネットの確保など、住

宅や住環境をめぐる諸課題に対応した豊かで魅力あ

住生活基本法の公布・施行
住まい・まちづくりを取り巻く状況
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「「大阪府住宅まちづくり大阪府住宅まちづくり
マスタープランマスタープラン」」についてについて

大阪府住宅まちづくり部居住企画課
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る住生活の実現が求められています。

このような状況から、右肩上がりの住宅需要を前

提とした公的住宅の建設を中心とした住宅政策から、

住宅単体のみならず居住環境を含む住生活全般の

「質」の向上を追及する住宅政策へ方向転換するた

め、住生活基本法が公布・施行されました。併せて、

同年９月住生活基本法に基づく住生活基本計画（全

国計画）が策定されました。

住生活基本計画（全国計画）は、狭義の住宅施策

のみならず、住生活に関わるまちづくり施策や福祉

施策等を含めた総合的な計画となっています。施策

の横断的な四つの視点として、

・市場重視

・ストック重視

・関連分野との連携

・地域特性に応じた対応

を掲げており、定量的な目標としては、従来の建設

戸数目標は設定せず、目標達成状況を示すアウトカ

ム目標を定めています。

今回のマスタープランでは、住生活基本法の考え

方に基づき、住宅だけでなく府民の住生活全般に視

野を広げ、新しい住宅まちづくり政策の枠組みと展

開方向について、明確な方針を示し、府民、民間事

業者、ＮＰＯ、市町村、大阪府など、住宅・まちづ

くりに関わる様々な主体が連携・協働を図り、住ま

いとまちづくりに関する施策を一体的かつ総合的に

展開するための指針となる計画です。

なお、本計画は、住生活基本法に基づく「大阪府

住生活基本計画」及び高齢者・障害者の住まいとま

ちづくりに関する総合的な施策を推進するための基

マスタープランの概要

11自治大阪 ／ 2007 － 9

 自治大阪2007.09月号  07.9.18 11:56 AM  ページ 11



12 自治大阪 ／ 2007 － 9

本となる計画である「大阪府高齢者・障害者住宅計

画」、良質な府営住宅ストックの形成に向けた総合的

な活用計画である「大阪府営住宅ストック総合活用

計画」で構成しており、平成１８年度から平成２７年度

までの１０年間の計画となっています。

共通目標を「安全・安心で居住魅力と活力ある大

阪」と定め、「安全な住まいとまち大阪」、「安心して

暮らせる住まいとまち大阪」、「さまざまな暮らしが

選べる住まいとまち大阪」、「活力あるコミュニティ

に支えられる住まいとまち大阪」、「次世代に継承で

きる住まいとまち大阪」の５つの基本目標に沿って、

大阪府、市町村、府民、事業者等が協働して、住

宅・まちづくりを推進するものとしています。また、

５つの基本目標の達成状況を評価し、施策の効果を

分かりやすく示すため、指標を設定します。

目標の実現にあたっては、民間・公共・協働分野

の３つの施策分野について相互に連携しつつ、効果

的に取り組むことが重要であり、また、近年頻発し

ている災害発生への対処など、府民の生命、財産に

関わる課題への対応は、重要かつ緊急であることか

ら、危機管理の観点を加えた以下の４つの分野ごと

の取組を進めます。

【民間分野】

府民の多様化する居住ニーズに的確に対応するた

めには、民間住宅市場において、民間事業者等によ

る多彩な取組が効果的です。

市場機能が適正に発揮されるためには、市場の健

全性の確保が不可欠であるため、行政として重点的

に取り組む必要があります。大阪府として、市場に

おける住宅・まちづくりに関わる事業者等のチェッ

ク体制を強化するとともに、消費者が的確な選択が

できるよう、情報開示を推進し、住情報の提供を行

います。

平成１７年の耐震偽装事件の発覚を受け、建築基準

法や建築士法の改正が行われました。今後は、市場

の健全な育成のため、建築基準法や建築士法などの

まちづくりに関連する法令の厳正な執行により、市

場のチェック体制を強化するとともに、住宅事業者

等に関する情報開示を進め、市場の信頼性を確保す

るための取組を強化していきます。

また、府民が安心して住宅リフォームを行うこと

ができる環境の整備を行うことを目的として、信頼

性の高い住宅リフォーム事業者の情報提供などを行

う「大阪府住宅リフォームマイスター制度」、高齢者

等の入居を拒まない民間賃貸住宅等の登録を行う

「大阪あんしん賃貸支援事業」などを実施します。

【公共分野】

公的賃貸住宅のストックは、大阪の住宅・まちづ

くりにとって大きな財産であり、そのストックの効

果的・効率的な活用が今後の重要な課題です。

府営住宅をはじめ公営住宅については、それぞれ

が地域に応じた「ストック総合活用計画」等を策定

し、建替事業、改善事業、維持保全などの手法を適

切に選択するとともに、適切な募集や入居管理を行

い、効率的、効果的なストックの活用に努めます。

特に府営住宅においては、ストック全体の９割以

上の耐震性確保、５割以上のバリアフリー化された

住宅の確保を目標とし、建替えを進めます。建替え

重点的に取り組む施策
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の際には民間活力を活かしたＰＦＩ手法も活用しま

す。募集についても、福祉世帯向け募集の実施や府

民の入居機会拡大のための地位承継範囲の見直し、

若年世帯のための新婚・子育て募集の実施や期限付

き入居制度の導入等を行います。

【協働分野（パートナーシップ）】

府民、ＮＰＯ等による自らの力で、自らのまちを

守り、育てる活動が活発となっています。住宅・ま

ちづくりの目標達成のためには、府民、ＮＰＯ等と

の協働を進め、府民自らが住まいやまちづくりを行

う活動への支援が求められています。

今後、大阪府の住宅まちづくり施策として、市町

村とともに、府民、ＮＰＯ等の活動を支援するため

の枠組みを検討します。

【危機管理の取組】

近い将来、発生が予想されている東南海・南海地

震など大規模な災害に対して、府民の生命や財産を

守っていくためには、地震災害や水害等に対する都

市構造上の課題を明確にし、地域特性に合わせて、

防災性の向上に向け、都市レベル、地区レベルにお

ける取組を計画的、一体的に進めて行く必要があり

ます。特に災害に対して脆弱な木造密集市街地等に

おいては、「大阪府インナーエリア再生指針」に基づ

き、住宅の耐震化や都市基盤の整備など一体的に災

害に強い住まいとまちづくりを進めていきます。

また、住宅・建築物の耐震化を促進するため、１０

年後の耐震化の目標を９割と定め、目標達成のために

必要な施策等を定めた「大阪府住宅・建築物耐震１０ヵ

年戦略プラン」に基づき、住宅・建築物の耐震化を

進めます。併せて、実際に災害が発生した際に、よ

り迅速で円滑な復興を実現できるよう平時から地域

の防災力を高める取り組みを進めます。

住宅まちづくり政策の基本目標を実現するために

は、住宅まちづくり政策に関わる大阪府、市町村、

事業者、府民などが適切な役割分担のもと、協力し

て豊かな居住環境の形成を目指します。

府民の住宅・まちづくりに対するニーズが多様化

する中で、ＮＰＯやボランティアをはじめとする府

民の自発的な活動の果たす役割が期待されており、

府民自らがまちづくりに参画する社会の形成が求め

られています。

今後、市場において主要な役割を担うことになる

民間は、法令遵守を徹底するとともに、市場を通じ

て、府民の住宅・まちづくりへのニーズを的確につ

かみ、良質な住宅関連サービスの提供、適切な情報

開示、公正な取引やコストの軽減を通じ、良質な居

住環境の形成に貢献することが期待されます。

大阪府は、広域的なまちづくりを担う自治体とし

て、大阪府全域における住宅まちづくり政策の目標

やビジョンを提示する役割を担うともに、住宅市場

が適正に発揮されるチェック体制の強化、住宅・ま

ちづくりに関する情報提供、府営住宅などの行政資

産の活用とともに、市町村の住宅まちづくり施策に

対する指導、助言など、広域自治体としての取り組

みを進めます。

市町村は、住民に直結する自治体として、地域の

特性を活かし、福祉施策等と連携をしながら地域住

民のニーズにきめ細かく対応した総合的な地域の住

宅まちづくり施策を展開することが求められており、

自主性と創意工夫を活かした取り組みを進めること

が期待されます。

大阪府、市町村が協力し、地方自治体が総合的な

行政主体として、地域の住宅事情の実態や地域の特

性を踏まえたきめ細かな住宅まちづくり政策を、都

市基盤はもとより福祉、環境、防災などの施策との

連携を密にすることで、施策をより効果的に展開し

ていきます。

参考

・大阪府住宅まちづくりマスタープランＨＰ
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計画の推進に向けて
（府・市の役割、民間の役割）
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